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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂マスク上に金属層が設けられた蒸着マスクであって、
　前記樹脂マスクは、蒸着パターンを形成するために必要な開口部を有し、
　前記樹脂マスクは、樹脂材料を含有しており、
　前記金属層は、金属材料を含有しており、
　前記樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算した温度を、上限温度とした
ときに、
　縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から前記上限
温度の範囲における前記樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から前記上限温
度の範囲における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５以上１．４５
以下の範囲内である、
　蒸着マスク。
【請求項２】
　前記樹脂材料が、ポリイミド樹脂の硬化物である、
　請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項３】
　前記金属材料が、鉄合金である、
　請求項１又は２に記載の蒸着マスク。
【請求項４】
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　前記縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から前記
上限温度の範囲における前記樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から前記上
限温度の範囲における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．７５以上１．
２５以下の範囲内である、
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の蒸着マスク。
【請求項５】
　前記樹脂マスクの前記金属層側の面の表面積に対する、前記樹脂マスクと重なる前記金
属層の面の割合が、２０％以上７０％以下である、
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の蒸着マスク。
【請求項６】
　前記樹脂マスクの前記金属層側の面の表面積に対する、前記樹脂マスクと重なる前記金
属層の面の割合が、５％以上４０％以下である、
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の蒸着マスク。
【請求項７】
　前記樹脂マスクの前記金属層側の面の表面積に対する、前記樹脂マスクと重なる前記金
属層の面の割合が、０．５％以上５０％以下である、
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の蒸着マスク。
【請求項８】
　フレームに蒸着マスクが固定されてなるフレーム付き蒸着マスクであって、
　前記蒸着マスクが、請求項１乃至７の何れか１項に記載の蒸着マスクである、
　フレーム付き蒸着マスク。
【請求項９】
　樹脂マスク上に金属層が設けられた蒸着マスクを得るための蒸着マスク準備体であって
、
　樹脂板上に金属層が設けられ、
　前記樹脂板は、樹脂材料を含有しており、
　前記金属層は、金属材料を含有しており、
　前記樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算した温度を、上限温度とした
ときに、
　縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から前記上限
温度の範囲における前記樹脂板の線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から前記上限温度の
範囲における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５以上１．４５以下
の範囲内である、
　蒸着マスク準備体。
【請求項１０】
　前記樹脂材料が、ポリイミド樹脂の硬化物である、
　請求項９に記載の蒸着マスク準備体。
【請求項１１】
　前記金属材料が、鉄合金である、
　請求項９又は１０に記載の蒸着マスク準備体。
【請求項１２】
　前記縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から前記
上限温度の範囲における前記樹脂板の線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から前記上限温
度の範囲における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．７５以上１．２５
以下の範囲内である、
　請求項９乃至１１の何れか１項に記載の蒸着マスク準備体。
【請求項１３】
　樹脂マスク上に金属層が設けられた蒸着マスクの製造方法であって、
　樹脂材料を含有する樹脂板上に、金属材料を含有する金属層を設ける工程と、
　前記樹脂板に、蒸着パターンを形成するために必要な開口部を形成する工程と、
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　を含み、
　前記樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算した温度を、上限温度とした
ときに、
　縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から前記上限
温度の範囲における前記樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から前記上限温
度の範囲における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５以上１．４５
以下の範囲内となるように、前記樹脂板上に前記金属層を設ける、
　蒸着マスクの製造方法。
【請求項１４】
　前記開口部を形成する工程よりも後に、開口部が形成された前記樹脂板上に前記金属材
料を含有する金属層を設ける工程を行う、
　請求項１３に記載の蒸着マスクの製造方法。
【請求項１５】
　前記樹脂板が、ポリイミド樹脂の硬化物を含む、
　請求項１３又は１４に記載の蒸着マスクの製造方法。
【請求項１６】
　前記金属材料が、鉄合金である、
　請求項１３乃至１５の何れか１項に記載の蒸着マスクの製造方法。
【請求項１７】
　前記縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から前記
上限温度の範囲における前記樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から前記上
限温度の範囲における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．７５以上１．
２５以下の範囲内となるように、前記樹脂板上に前記金属層を設ける、
　請求項１３乃至１６の何れか１項に記載の蒸着マスクの製造方法。
【請求項１８】
　有機半導体素子の製造方法であって、
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の蒸着マスク、又は、請求項８に記載のフレーム付
き蒸着マスクを用いる、
　有機半導体素子の製造方法。
【請求項１９】
　有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　請求項１８に記載の有機半導体素子の製造方法により製造された有機半導体素子を用い
る、
　有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項２０】
　蒸着で作製されるパターンの形成方法であって、
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の蒸着マスク、又は請求項８に記載のフレーム付き
蒸着マスクを用いる、
　パターンの形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施形態は、蒸着マスク、フレーム付き蒸着マスク、蒸着マスク準備体、蒸着
マスクの製造方法、有機半導体素子の製造方法、有機ＥＬディスプレイの製造方法、及び
パターンの形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蒸着マスクを用いた蒸着パターンの形成は、通常、蒸着作製するパターンに対応する開
口部が設けられた蒸着マスクと蒸着対象物とを密着させ、蒸着源から放出された蒸着材を
、開口部を通して、蒸着対象物に付着させることにより行われる。
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【０００３】
　上記蒸着パターンの形成に用いられる蒸着マスクとしては、例えば、蒸着作成するパタ
ーンに対応する樹脂マスク開口部を有する樹脂マスクと、金属マスク開口部（スリットと
称される場合もある）を有する金属マスクとを積層してなる蒸着マスク（例えば、特許文
献１）等が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２８８０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示の実施形態は、樹脂マスクを含む蒸着マスクや、この蒸着マスクがフレームに固
定されてなるフレーム付き蒸着マスクにおいて、より正確度のよい蒸着パターンを形成で
きる蒸着マスクや、フレーム付き蒸着マスクを提供すること、また、この蒸着マスクを製
造するための蒸着マスク準備体や、蒸着マスクの製造方法を提供すること、また、有機半
導体素子を正確度よく製造することができる有機半導体素子の製造方法や、有機ＥＬディ
スプレイを正確度よく製造することができる有機ＥＬディスプレイの製造方法を提供する
ことを主たる課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一実施形態の蒸着マスクは、樹脂マスク上に金属層が設けられた蒸着マスクで
あって、前記樹脂マスクは、蒸着パターンを形成するために必要な開口部を有し、前記樹
脂マスクは、樹脂材料を含有しており、前記金属層は、金属材料を含有しており、前記樹
脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算した温度を、上限温度としたときに、
縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から前記上限温
度の範囲における前記樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から前記上限温度
の範囲における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５以上１．４５以
下の範囲内である。
【０００７】
　また、前記樹脂材料が、ポリイミド樹脂の硬化物であってもよい。
【０００８】
　また、前記金属材料が、鉄合金であってもよい。
【０００９】
　また、本開示の一実施形態のフレーム付き蒸着マスクは、フレームに蒸着マスクが固定
されてなり、上記の蒸着マスクを用いる。
【００１０】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスク準備体は、樹脂マスク上に金属層が設けられた
蒸着マスクを得るための蒸着マスク準備体であって、樹脂板上に金属層が設けられ、前記
樹脂板は、樹脂材料を含有しており、前記金属層は、金属材料を含有しており、前記樹脂
材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算した温度を、上限温度としたときに、縦
軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から前記上限温度
の範囲における前記樹脂板の線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から前記上限温度の範囲
における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５以上１．４５以下の範
囲内である。
【００１１】
　また、上記の蒸着マスク準備体において、前記樹脂材料が、ポリイミド樹脂の硬化物で
あってもよい。
【００１２】
　また、上記の蒸着マスク準備体において、前記金属材料が、鉄合金であってもよい。
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【００１３】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスクの製造方法は、樹脂マスク上に金属層が設けら
れた蒸着マスクの製造方法であって、樹脂材料を含有する樹脂板上に、金属材料を含有す
る金属層を設ける工程と、前記樹脂板に、蒸着パターンを形成するために必要な開口部を
形成する工程と、を含み、前記樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算した
温度を、上限温度としたときに、縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線にお
いて、温度２５℃から前記上限温度の範囲における前記樹脂マスクの線膨張曲線の積分値
を、温度２５℃から前記上限温度の範囲における前記金属層の線膨張曲線の積分値で除し
た値が、０．５５以上１．４５以下の範囲内となるように、前記樹脂板上に前記金属層を
設ける。
【００１４】
　また、上記の蒸着マスクの製造方法において、樹脂板として、ポリイミド樹脂の硬化物
を含む樹脂板を用いてもよい。
【００１５】
　また、本開示の一実施形態の有機半導体素子の製造方法は、上記の蒸着マスク、又は上
記のフレーム付き蒸着マスクを用いる。
【００１６】
　また、本開示の一実施形態の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、上記の製造方法によ
り製造された有機半導体素子を用いる。
【００１７】
　また、本開示の一実施形態のパターンの形成方法は、上記の蒸着マスク、又は上記のフ
レーム付き蒸着マスクを用いる。
【発明の効果】
【００１８】
　本開示の蒸着マスクや、フレーム付き蒸着マスクによれば、正確度よく蒸着パターンを
形成できる。また、本開示の蒸着マスク準備体や、蒸着マスクの製造方法によれば、正確
度よく蒸着パターンを形成できる蒸着マスクを製造できる。また、本開示の有機半導体素
子の製造方法によれば、有機半導体素子を正確度よく製造することができる。また、本開
示の有機ＥＬディスプレイの製造方法によれば、有機ＥＬディスプレイを正確度よく製造
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】（ａ）は、本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面
図であり、（ｂ）は、（ａ）のＡ－Ａ部分での概略断面図である。
【図２】樹脂マスク、及び金属層の線膨張曲線の一例である。
【図３】樹脂マスク、及び金属層の線膨張曲線の一例である。
【図４】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である。
【図５】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である。
【図６】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を
示す正面図である。
【図８】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である。
【図９】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である。
【図１０】本開示のフレーム付き蒸着マスクの一例を示す正面図である。
【図１１】本開示のフレーム付き蒸着マスクの一例を示す正面図である。
【図１２】（ａ）～（ｃ）はフレームの一例を示す正面図である。
【図１３】本開示の蒸着マスク準備体の一例を示す概略断面図である。
【図１４】本開示の蒸着マスクの製造方法の一例を示す工程図である。
【図１５】有機ＥＬディスプレイを有するデバイスの一例を示す図である。
【図１６】（ａ）は、本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正
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面図であり、（ｂ）は、（ａ）のＡ－Ａ部分での概略断面図である。
【図１７】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である
。
【図１８】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である
。
【図１９】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である
。
【図２０】本開示のフレーム付き蒸着マスクの一例を示す正面図である。
【図２１】本開示のフレーム付き蒸着マスクの一例を示す正面図である。ある。
【図２２】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である
。
【図２３】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である
。
【図２４】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である
。
【図２５】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である
。
【図２６】本開示の蒸着マスクを金属層側から平面視したときの一例を示す正面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を、図面等を参照しながら説明する。なお、本発明は多くの
異なる態様で実施することが可能であり、以下に例示する実施の形態の記載内容に限定し
て解釈されるものではない。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ
、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であっ
て、本発明の解釈を限定するものではない。また、本願明細書と各図において、既出の図
に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略す
ることがある。また、説明の便宜上、上方又は下方等という語句を用いて説明するが、上
下方向が逆転してもよい。左右方向についても同様である。
【００２１】
　＜＜蒸着マスク＞＞
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスク１００は、樹脂マスク２０上に金属層１０が設け
られた構成を呈しており、樹脂マスク２０は、蒸着パターンを形成するために必要な開口
部２５を有している（図１、図４～図９、図１６～図２６参照）。また、樹脂マスク２０
は、樹脂材料を含有しており、金属層１０は、金属材料を含有している。なお、図１（ａ
）、図４～図９、図１６（ａ）、図１７～図１９、図２２～図２６は、本開示の実施の形
態に係る蒸着マスク１００を金属層１０側から平面視したときの一例を示す正面図であり
、図１（ｂ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ概略断面図であり、図１６（ｂ）は、図１６（ａ）
のＡ－Ａ概略断面図である。
【００２２】
　そして、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクは、樹脂マスク２０に含まれる樹脂材料
のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算した温度を、上限温度としたときに、縦軸を
線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から上限温度の範囲に
おける樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から上限温度の範囲における金属
層１０の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５以上１．４５以下の範囲内に規定さ
れている。
【００２３】
　つまり、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクは、樹脂マスク２０上に、金属層１０が
設けられ、且つ、以下の条件を満たす。
　条件１：樹脂マスクが蒸着パターンを形成するために必要な開口部を有している。
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　条件２：樹脂マスクが樹脂材料を含有している。
　条件３：金属層が金属材料を含有している。
　条件４：樹脂マスクに含まれる樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算し
た温度を、上限温度としたときに、縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線に
おいて、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温
度２５℃から上限温度の範囲における金属層１０の線膨張曲線の積分値で除した値が、０
．５５以上１．４５以下の範囲内である。
【００２４】
　図２は、縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする樹脂マスク、及び金属層の線膨張曲線
の関係図である。図２に示す線膨張曲線の関係図では、図中の曲線Ａ、及び曲線Ｂの何れ
か一方を、樹脂マスクの線膨張曲線、他方を金属層の線膨張曲線としている。線膨張曲線
は、図示する線膨張曲線の形態に限定されるものではない。例えば、図示する曲線Ａと、
曲線Ｂとは、２５℃から上限温度の範囲内において交わっているが、２５℃から上限温度
の範囲内において曲線Ａと曲線Ｂとが交わらない場合もある（図３参照）。また、上限温
度を超える温度、或いは２５℃未満の温度において、曲線Ａと曲線Ｂが交わる場合もある
（図示しない）。
【００２５】
　図２に示す線膨張曲線の関係図において、曲線Ａを、樹脂マスクの線膨張曲線とした場
合、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂マスクの線膨張曲線の積分値は、図中の
符号「Ａ」で示される領域（Ａ領域）と「Ｃ」で示される領域（Ｃ領域）の面積の合計と
なる。また、図２に示す線膨張曲線の関係図において、曲線Ｂを、金属層の線膨張曲線と
した場合、温度２５℃から上限温度の範囲における金属層の線膨張曲線の積分値は、図中
の符号「Ｂ」で示される領域（Ｂ領域）と「Ｃ」で示される領域（Ｃ領域）の合計の面積
となる。したがって、図２に示す線膨張曲線の関係図において、曲線Ａを、樹脂マスクの
線膨張曲線とし、曲線Ｂを、金属層の線膨張曲線とする場合には、本開示の実施の形態に
係る蒸着マスクは、下式（１）の関係を満たす。
　０．５５≦（Ａ領域とＣ領域との合計面積）／（Ｂ領域とＣ領域との合計面積）≦１．
４５・・・式（１）
　他方、図２に示す線膨張曲線の関係図において、曲線Ｂを、樹脂マスクの線膨張曲線と
し、曲線Ａを、金属層の線膨張曲線とする場合には、本開示の実施の形態に係る蒸着マス
クは、下式（２）の関係を満たす。
　０．５５≦（Ｂ領域とＣ領域との合計面積））／（Ａ領域とＣ領域との合計面積）≦１
．４５・・・式（２）
【００２６】
　また、図３に示す線膨張曲線の関係図において、曲線Ａを、樹脂マスクの線膨張曲線と
し、曲線Ｂを、金属層の線膨張曲線とした場合、温度２５℃から上限温度の範囲における
樹脂マスクの線膨張曲線の積分値は、図中の符号「Ａ」で示される領域（Ａ領域）と「Ｂ
」で示される領域（Ｂ領域）の合計の面積となり、金属層の線膨張曲線の積分値は、図中
の符号「Ｂ」で示される領域（Ｂ領域）の面積となる。したがって、図３に示す線膨張曲
線の関係図において、曲線Ａを、樹脂マスクの線膨張曲線とし、曲線Ｂを、金属層の線膨
張曲線とする場合には、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクは、下式（３）の関係を満
たす。
　０．５５≦（（Ａ領域とＢ領域との合計面積）／Ｂ領域の面積）≦１．４５・・・式（
３）
　ただし、図３に示す線膨張曲線の関係図において、曲線Ａを、樹脂マスクの線膨張曲線
とし、曲線Ｂを、金属層の線膨張曲線とした場合、（（Ａ領域とＢ領域との合計面積）／
Ｂ領域の面積）は、１より大きな値となる。
【００２７】
　他方、図３に示す線膨張曲線の関係図において、曲線Ｂを、樹脂マスクの線膨張曲線と
し、曲線Ａを、金属層の線膨張曲線とする場合には、本開示の実施の形態に係る蒸着マス
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クは、下式（４）の関係を満たす。
　０．５５≦（Ｂ領域の面積／（Ａ領域とＢ領域との合計面積））≦１．４５・・・式（
４）
　ただし、図３に示す線膨張曲線の関係図において、曲線Ｂを、樹脂マスクの線膨張曲線
とし、曲線Ａを、金属層の線膨張曲線とする場合には、（Ｂ領域の面積／（Ａ領域とＢ領
域との合計面積）は、１より小さな値となる。
【００２８】
　（線膨張曲線の作成方法）
　対象となる蒸着マスクを、樹脂マスクと金属層とに分離し、分離したそれぞれを、幅５
ｍｍ、長さ１８ｍｍにカットしたサンプル（樹脂マスクサンプル、金属層サンプル）を準
備する。樹脂マスクサンプルは、対象となる蒸着マスクの金属層をエッチング除去するこ
とで得る。また、金属層サンプルは、対象となる蒸着マスクの樹脂マスクをエッチング除
去することで得る。カットする領域は、樹脂マスクにおいては、開口部を有しない領域と
する。金属層の大きさが小さく、当該金属層を、幅５ｍｍ、長さ１８ｍｍにカットするこ
とができない場合、対象となる蒸着マスクの金属層と、同じ金属材料を用い、厚みを同じ
とした金属層を別途準備し、これを、幅５ｍｍ、長さ１８ｍｍにカットしたものを金属層
サンプルとする。
　上記でカットした樹脂マスクサンプル、及び金属層サンプルのそれぞれについて、ＪＩ
Ｓ－Ｋ－７１９７（１９９１）に準拠する線膨張率試験方法に基づき、２５℃を基準とす
るＣＴＥ曲線（線膨張曲線）を作成する。なお、線膨張率試験では、樹脂マスクサンプル
、金属層サンプルの両端を、金属製治具にて１．５ｍｍずつ挟むため、実際のサンプル長
さは、１５ｍｍとなる。測定時の雰囲気湿度は、５５±２％ＲＨに制御している。
　線膨張率試験は、各サンプルにつき、それぞれ２回行い、装置とサンプルとが十分にな
じんだ２回目の測定データに基づいて、２５℃を基準とするＣＴＥ曲線（線膨張曲線）を
作成する。
　これにより、２５℃から所定の温度までのＣＴＥ曲線を得る。
　使用装置としては、ＴＭＡ（ＥＸＳＴＡＲ６０００　セイコーインスツルメンツ）を使
用する。
　ＣＴＥ曲線の縦軸は、線膨張の割合であり、ΔＬ／Ｌ×１００により算出される値であ
る（ΔＬ：任意の温度におけるサンプル長から２５℃におけるサンプル長を減算した値、
Ｌ：２５℃におけるサンプル長）。つまり、２５℃における線膨張の割合（％）を「０」
としている。
【００２９】
　（積分値の算出）
　次いで、樹脂マスクサンプル、及び金属層サンプルのそれぞれについて、２５℃から上
限温度までの領域におけるＣＴＥ曲線の積分値を算出し、樹脂マスクサンプルにおけるＣ
ＴＥ曲線の積分値を、金属層サンプルにおけるＣＴＥ曲線の積分値で除することで比率を
求める。本開示の実施の形態に係る蒸着マスクは、この方法で求められる比率が、０．５
５以上１．４５以下の範囲内であることを条件している。
【００３０】
　本願明細書で言うガラス転移温度（Ｔｇ）とは、ＪＩＳ－Ｋ－７１２１（２０１２）に
準拠し、ＤＳＣ（示差走査熱量測定）による熱量変化の測定（ＤＳＣ法）に基づき求めら
れる温度を意味する。
【００３１】
　また、樹脂マスク２０は、樹脂材料の１種を単独で含むものであってもよく、２種以上
の樹脂材料を含むものであってもよい。樹脂マスク２０が、２種以上の樹脂材料を含む場
合において、上記上限温度を規定するための樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）は、ＤＳ
Ｃ（示差走査熱量測定）により検出された樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）うち、その
ガラス転移温度（Ｔｇ）が最も高いものとする。
【００３２】
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　上記条件１～４を満たす、特には、上記条件４を満たす本開示の実施の形態に係る蒸着
マスクによれば、樹脂マスク２０に設けられた開口部２５に寸法変動や、位置変動が生ず
ることを抑制できる。したがって、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクによれば、この
蒸着マスクを用いて正確度よく蒸着パターンを形成できる。
【００３３】
　具体的には、上記条件４を満たすように構成することで、樹脂マスク２０と、金属層１
０の収縮量の差を小さくできる。これにより、樹脂マスク２０に設けられた開口部２５に
寸法変動や、位置変動が生ずることを抑制できる。
【００３４】
　例えば、熱により硬化する樹脂材料を含む塗工液を塗布し、この塗工液を樹脂材料の硬
化温度を超える温度で加熱して樹脂板（樹脂層）を形成し、この樹脂板（樹脂層）に開口
部２５を形成して開口部２５を有する樹脂マスク２０を得る場合には、得られる樹脂マス
クにおける温度２５℃から上限温度の範囲における線膨張曲線の積分値を、温度２５℃か
ら上限温度の範囲における金属層１０の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５以上
１．４５以下の範囲となるような樹脂材料を選択することで、硬化温度を超える温度から
、常温近傍まで降温させる際の、樹脂マスクの収縮量を、金属層１０の収縮量に近づける
ことができる。また、樹脂マスクの収縮量と、金属層１０の収縮量の差を小さくすること
で、樹脂マスク２０、及び金属層１０の内部応力の差を小さくすることができる。これに
より、樹脂マスク２０の開口部２５に生じ得る寸法変動や、位置変動が生ずることを抑制
することができる。
【００３５】
　なお、上記条件１～３を満たす場合であって、上記条件４を満たさない場合、具体的に
は、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温度２
５℃から上限温度の範囲における金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５未
満である場合には、樹脂マスク２０に弛みが生じ、換言すれば、樹脂マスク２０にシワが
生じ、これら弛みやシワの発生に起因して、樹脂マスク２０に設けられた開口部２５に寸
法変動や、位置変動等が生じやすくなる。一方で、温度２５℃から上限温度の範囲におけ
る樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から上限温度の範囲における金属層の
線膨張曲線の積分値で除した値が、１．４５を超える場合には、樹脂マスク２０にテンシ
ョンがかかりすぎてしまい、換言すれば、蒸着マスクが引っ張られてしまい、この場合に
も、樹脂マスク２０に設けられた開口部２５に寸法変動や、位置変動等が生じやすくなる
。樹脂マスクに生じ得る弛みや、シワ、及び樹脂マスクにかかる高いテンションは、蒸着
マスクを用いた種々の状況において生じ得、例えば、蒸着マスクを用いた蒸着パターンの
形成時等に、開口部２５に寸法変動や、位置変動が生じ得る。
【００３６】
　また、樹脂マスクの線膨張曲線の積分値や、金属層の線膨張曲線の積分値を算出するに
あたり、温度範囲を２５℃から上限温度（樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃
を加算した温度）としているのは、例えば、２５℃から樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ
）までの範囲における樹脂マスクの積分値を、２５℃から樹脂材料のガラス転移温度（Ｔ
ｇ）までの範囲における金属層１０の積分値で除した値が、０．５５以上１．４５以下の
範囲を満たす場合であっても、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂マスクの線膨
張曲線の積分値を、温度２５℃から上限温度の範囲における金属層１０の線膨張曲線の積
分値で除した値が、０．５５以上１．４５以下の範囲を満たさなければ、樹脂マスク２０
に設けられた開口部２５に寸法変動や、位置変動等が生じること、また、樹脂マスクにシ
ワが生じることを十分に抑制することができないことによる。
【００３７】
　また、シワの発生、開口部２５の寸法変動や、位置変動のさらなる抑制を目的とする場
合には、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を、温
度２５℃から上限温度の範囲における金属層１０の線膨張曲線の積分値で除した値は、０
．７５以上１．２５以下の範囲とすることが好ましい。
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【００３８】
　樹脂マスクに含まれる樹脂材料や、金属層に含まれる金属材料について特に限定はなく
、上記条件４を満たす範囲となるように適宜選択することができる。金属材料の一例とし
ては、ステンレス鋼、鉄ニッケル合金、アルミニウム合金などの金属材料を挙げることが
できる。金属層は、金属材料の１種を単独で含むものであってもよく、２種以上を含むも
のであってもよい。
【００３９】
　中でも、鉄合金は熱による変形が少ない点で、金属層に含まれる金属材料として好まし
く用いることができる。鉄合金としては、例えば、Ｆｅ－３６Ｎｉ合金（インバー材）、
Ｆｅ－３２Ｎｉ－５Ｃｏ合金、Ｆｅ－２９Ｎｉ－１７Ｃｏ合金等を挙げることができる。
したがって、樹脂マスクに含まれる樹脂材料を選定するにあたっては、金属層に含まれる
金属材料として好適な鉄合金との関係において、上記条件４を満たすように、樹脂マスク
に含まれる樹脂材料を選択すればよい。
【００４０】
　金属層として、圧延法や、めっき法により得られる金属板（金属鋼板、金属箔、金属層
等を含む）を用いることもできる。これ以外にも、反応性スパッタリング法、真空蒸着法
、イオンプレーティング、電子ビーム蒸着法等の物理的気相成長法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、熱ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ、光ＣＶＤ法等の化学
気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）等により得られる
金属板を用いてもよい。金属層１０は、上記各種の方法により得られた金属板をそのまま
用いてもよく、これら金属板を加工して、金属層１０を得ることもできる。金属層は、単
層構造を呈していてもよく、２以上の層が積層されてなる積層構造を呈していてもよい。
例えば、金属層１０を、めっき法により形成する場合、金属層１０は、無電解めっき法に
より形成された金属層と、電解めっき法により形成された金属層が積層（順不同）された
多層構造を呈していてもよく、無電解めっき法、及び電解めっき法の何れか一方を用いて
得られる単層構造を呈していてもよい。
【００４１】
　樹脂マスクに含まれる樹脂材料は、金属層との関係において、上記条件４を満たすよう
に決定すればよく、具体的な樹脂材料について特に限定はない。一例としては、ポリイミ
ド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、尿素樹
脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン
樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂
、ポリビニルアルコール樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレ
ン樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－ビニル
アルコール共重合体、エチレン－メタクリル酸共重合体、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化
ビニリデン樹脂、セロファン、アイオノマー樹脂等を挙げることができる。なお、樹脂材
料は、熱可塑性樹脂であってもよく、熱硬化性樹脂の硬化物であってもよい。中でも、ポ
リイミド樹脂の硬化物を含有する樹脂マスク２０は、上記条件１～４を満たすことを条件
とし、樹脂マスク２０が有する開口部２５の寸法の正確度や、位置変動をより小さくでき
、特に好適である。
【００４２】
　次に、上記本開示の実施の形態に係る蒸着マスクを構成する樹脂マスク２０、及び金属
層１０について一例を挙げて説明する。
【００４３】
　＜樹脂マスク＞
　図１（ａ）、図４～図９、図１６（ａ）、図１７～図２６に示すように、樹脂マスク２
０は、蒸着パターンを作成するために必要な開口部２５を有している。なお、樹脂マスク
２０は、蒸着パターンを作成するために必要な開口部２５とは異なる開口（孔）を有して
いてもよい（図示しない）。図示する形態では開口部２５の開口形状は、矩形状を呈して
いるが、開口部２５の開口形状について特に限定はなく、蒸着で作製されるパターンに対
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応する形状であれば、いかなる形状であってもよい。例えば、開口部２５の開口形状は、
ひし形、多角形状であってもよく、円や、楕円等の曲率を有する形状であってもよい。な
お、矩形や、多角形状の開口形状は、円や楕円等の曲率を有する開口形状と比較して発光
面積を大きくとれる点で、好ましい開口部２５の開口形状であるといえる。
【００４４】
　樹脂マスク２０の厚みについて特に限定はないが、シャドウの抑制の観点から、２５μ
ｍ以下であることが好ましく、１０μｍ未満であることがより好ましい。下限値の好まし
い範囲について特に限定はないが、樹脂マスク２０の厚みが３μｍ未満である場合には、
ピンホール等の欠陥が生じやすく、また変形等のリスクが高まる。特に、樹脂マスク２０
の厚みを、３μｍ以上１０μｍ未満、より好ましくは４μｍ以上８μｍ以下とすることで
、４００ｐｐｉを超える正確度のよいパターンを形成する際のシャドウの影響をより効果
的に防止することができる。また、樹脂マスク２０と後述する金属層１０とは、直接的に
接合されていてもよく、粘着剤層を介して接合されていてもよいが、粘着剤層を介して樹
脂マスク２０と金属層１０とが接合される場合には、樹脂マスク２０と粘着剤層との合計
の厚みが上記好ましい厚みの範囲内であることが好ましい。なお、シャドウとは、蒸着源
から放出された蒸着材の一部が、金属層１０の断面や、樹脂マスクの開口部の内壁面に衝
突して蒸着対象物へ到達しないことにより、目的とする蒸着膜厚よりも薄い膜厚となる未
蒸着部分が生ずる現象のことをいう。
【００４５】
　開口部２５の断面形状についても特に限定はなく、開口部２５を形成する樹脂マスクの
向かいあう端面同士が略平行であってもよいが、図１（ｂ）に示すように、開口部２５は
その断面形状が、金属層１０側に向かって広がりをもつ勾配を有していることが好ましい
。勾配については、樹脂マスク２０の厚み等を考慮して適宜設定することができるが、樹
脂マスク２０の開口部２５を構成する内壁面の厚み方向断面において、開口部２５の内壁
面と樹脂マスク２０の金属層１０側に位置しない面（図示する形態では、樹脂マスクの上
面）とのなす角度は、５°以上８５°以下の範囲内であることが好ましく、１５°以上７
５°以下の範囲内であることがより好ましく、２５°以上６５°以下の範囲内であること
がさらに好ましい。特には、この範囲内の中でも、使用する蒸着機の蒸着角度よりも小さ
い角度であることが好ましい。また、図示する形態では、開口部２５を形成する端面は直
線形状を呈しているが、これに限定されることはなく、外に凸の湾曲形状となっている、
つまり開口部２５の全体の形状がお椀形状となっていてもよい。
【００４６】
　＜金属層＞
　図１、図４～図９、図１６～図２６に示すように、樹脂マスク２０の一方の面上には、
金属層１０が設けられている。金属層１０は、金属材料を含有する層である。金属層１０
は、樹脂マスク２０上に直接的に設けられていてもよく、他の構成を介して間接的に設け
られていてもよい。なお、樹脂マスク２０上に、直接的に金属層１０を設けた構成は、樹
脂マスク２０に生じうる開口部２５の寸法変動や、位置変動、樹脂マスクに生じうるシワ
の抑制効果をより高くできる点で、好適である。
【００４７】
　図１、図４～図９に示す形態の蒸着マスク１００は、樹脂マスク２０が複数の開口部２
５を有しており、樹脂マスク２０が有する開口部２５を取り囲むように、樹脂マスク２０
上に金属層１０が設けられている。換言すれば、図１、図４～図９に示す形態の蒸着マス
ク１００は、金属層１０が、１つ、又は複数の貫通孔１５を有しており、当該貫通孔１５
の少なくとも１つが、樹脂マスク２０が有する開口部２５の１つ、又は複数と重なってい
る。金属層１０の貫通孔１５は、金属層１０の開口部と同義である。また、金属層１０の
貫通孔１５を、金属マスクの開口部と称することもできる。
【００４８】
　図１６～図２６に示す形態の蒸着マスク１００は、樹脂マスク２０が複数の開口部２５
を有しており、樹脂マスク２０上に、金属層１０が部分的に位置している。各図に示す形
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態の蒸着マスクについては、後述する。
【００４９】
　樹脂マスク２０の金属層１０側の面の表面積（開口部の内壁面は面積に含まれない）に
対する、樹脂マスク２０と重なる金属層１０の割合について特に限定はなく、樹脂マスク
２０上に金属層１０が設けられ、且つ上記条件１～４を満たすようにすればよい。なお、
樹脂マスクと重なる金属層１０の割合は、金属層１０の樹脂マスク側の面の表面積を基準
として算出したものである。なお、樹脂マスクと重なる金属層１０とは、樹脂マスクと直
接的に接している金属層１０のみを意味するものではなく、樹脂マスク２０と金属層１０
とが間接的に重なっている場合も含む。
【００５０】
　例えば、樹脂マスク２０の金属層１０側の面の表面積に対する、樹脂マスク２０と重な
る金属層１０の割合を同じとし、上記条件４を満たすか否かの点においてのみ相違する蒸
着マスク同士を比較した場合、金属層１０の割合にかかわらず、上記条件４を満たす蒸着
マスクの方が、樹脂マスク２０と金属層１０の内部応力の差を小さくすることができ、樹
脂マスク２０の開口部２５に生じ得る寸法変動や、位置変動の抑制効果は高くなる。
【００５１】
　好ましい本開示の蒸着マスク１００は、樹脂マスク２０の金属層１０側の面の表面積に
対する、樹脂マスク２０と重なる金属層１０の面の割合（以下、金属層の割合と言う）が
、以下の割合となっている。
【００５２】
　（１）金属層１０が複数の貫通孔１５を有する形態（図１、図４～図７参照）
　この形態における金属層１０の割合は、２０％以上７０％以下が好ましく、２５％以上
６５％以下がより好ましい。
　（２）金属層１０が１つの貫通孔１５を有する形態（図８、図９参照）
　この形態における金属層１０の割合は、５％以上４０％以下が好ましく、１０％以上３
０％以下がより好ましい。
　（３）複数の金属層１０が部分的に設けられた形態（図１６～２６参照）
　この形態における金属層１０の割合は、０．５％以上５０％以下が好ましく、５％以上
４０％以下がより好ましい。
　金属層１０の割合を、上記好ましい範囲とすることで、樹脂マスク２０が有する開口部
２５の寸法の正確度を高くし、位置変動をより小さくできる。
【００５３】
　以下、金属層１０の配置の形態について、第１形態～第３形態の蒸着マスクを例に挙げ
て説明する。なお、以下の各形態の蒸着マスク１００は、いずれも、上記条件１～４を満
たしている。したがって、樹脂マスク２０の開口部２５に寸法変動や、位置変動が生ずる
ことを抑制できる。また、これら蒸着マスクを用いて正確度よく蒸着パターンを形成でき
る。
【００５４】
　（第１形態の蒸着マスク）
　図１、図４～図７に示すように、第１形態の蒸着マスク１００は、複数画面分の蒸着パ
ターンを同時に形成するための蒸着マスクであって、樹脂マスク２０の一方の面上に、金
属層１０が位置しており、樹脂マスク２０には、複数画面を構成するために必要な開口部
２５が設けられ、金属層１０は、樹脂マスク２０の少なくとも１画面と重なる、複数の金
属層１０の貫通孔１５を有している。
【００５５】
　第１形態の蒸着マスク１００によれば、１つの蒸着マスク１００で、複数の製品に対応
する蒸着パターンを同時に形成することができる。なお、本願明細書でいう、蒸着マスク
で言う「開口部」とは、蒸着パターンを形成するために必要な開口部を意味する。換言す
れば、蒸着マスク１００を用いて作製しようとするパターンを意味する。例えば、当該蒸
着マスクを有機ＥＬディスプレイにおける有機層の形成に用いる場合には、開口部２５の
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形状は当該有機層の形状となる。また、「１画面」とは、１つの製品に対応する開口部２
５の集合体からなり、当該１つの製品が有機ＥＬディスプレイである場合には、１つの有
機ＥＬディスプレイを形成するのに必要な有機層の集合体、つまり、有機層となる開口部
２５の集合体が「１画面」となる。そして、第１形態の蒸着マスク１００は、複数画面分
の蒸着パターンを同時に形成すべく、樹脂マスク２０には、上記「１画面」が、所定の間
隔をあけて複数画面分配置されている。すなわち、樹脂マスク２０には、複数画面を構成
するために必要な開口部２５が設けられている。
【００５６】
　図４に示す形態の蒸着マスク１００は、樹脂マスクの一方の面上に、複数の金属層の貫
通孔１５を有する金属層１０が設けられ、少なくとも２つ以上の金属層の貫通孔１５は、
それぞれ、樹脂マスク２０の少なくとも１画面全体と重なるように位置している。第１形
態の蒸着マスク１００は、１画面を構成するのに必要な開口部２５間において、横方向に
隣接する開口部２５間に、金属層１０が存在していない形態の蒸着マスクである。
【００５７】
　第１形態の蒸着マスク１００によれば、１画面を構成するのに必要な開口部２５の大き
さや、１画面を構成する開口部２５間のピッチを狭くした場合、例えば、４００ｐｐｉを
超える画面の形成を行うべく、開口部２５の大きさや、開口部２５間のピッチを極めて微
小とした場合であっても、金属層１０による干渉を防止することができ、正確度のよい画
像の形成が可能となる。なお、１画面を構成する開口部２５間に金属層１０が存在してい
る場合には、１画面を構成する開口部２５間のピッチが狭くなっていくことにともない、
開口部２５間に存在する金属層が蒸着対象物へ蒸着パターンを形成する際の支障となり、
正確度よく蒸着パターンの形成することが困難となる。換言すれば、１画面を構成する開
口部２５間に金属層１０が存在している場合には、フレーム付き蒸着マスクとしたときに
当該金属層１０が、シャドウの発生を引き起こし正確度のよい画面の形成が困難となる。
【００５８】
　次に、図４～図７を参照して、１画面を構成する開口部２５の一例について説明する。
なお、図示する形態において破線で閉じられた領域が１画面となっている。図示する形態
では、説明の便宜上少数の開口部２５の集合体を１画面としているが、この形態に限定さ
れるものではなく、例えば、１つの開口部２５を１画素としたときに、１画面に数百万画
素の開口部２５が存在していてもよい。
【００５９】
　図４に示す形態では、縦方向、横方向に複数の開口部２５が設けられてなる開口部２５
の集合体によって１画面が構成されている。図５に示す形態では、横方向に複数の開口部
２５が設けられてなる開口部２５の集合体によって１画面が構成されている。また、図６
に示す形態では、縦方向に複数の開口部２５が設けられてなる開口部２５の集合体によっ
て１画面が構成されている。そして、図４～図７では、１画面全体と重なる位置に、金属
層の貫通孔１５が位置している。
【００６０】
　上記で説明したように、金属層の貫通孔１５は、１画面のみと重なるように位置しても
よく、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、２以上の画面全体と重なるように位置してもよ
い。図７（ａ）では、図４に示す蒸着マスク１００において、横方向に連続する２画面全
体と重なるように金属層の貫通孔１５が位置している。図７（ｂ）では、縦方向に連続す
る３画面全体と重なるように金属層の貫通孔１５が位置している。
【００６１】
　次に、図４に示す形態を例に挙げて、１画面を構成する開口部２５間のピッチ、画面間
のピッチについて説明する。１画面を構成する開口部２５間のピッチや、開口部２５の大
きさについて特に限定はなく、蒸着作製するパターンに応じて適宜設定することができる
。例えば、４００ｐｐｉを超える蒸着パターンを正確度よく形成する場合には、１画面を
構成する開口部２５において隣接する開口部２５の横方向のピッチ（Ｐ１）、縦方向のピ
ッチ（Ｐ２）は６０μｍ程度となる。また、一例としての開口部の大きさは、５００μｍ
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2以上１０００μｍ2以下の範囲内である。また、１つの開口部２５は、１画素に対応して
いることに限定されることはなく、例えば、画素配列によっては、複数画素を纏めて１つ
の開口部２５とすることもできる。
【００６２】
　画面間の横方向ピッチ（Ｐ３）、縦方向ピッチ（Ｐ４）についても特に限定はないが、
図４に示すように、１つの金属層の貫通孔１５が、１画面全体と重なるように位置してい
る場合、各画面間に金属層１０が存在することとなる。したがって、各画面間の縦方向ピ
ッチ（Ｐ４）、横方向のピッチ（Ｐ３）が、１画面内に設けられている開口部２５の縦方
向ピッチ（Ｐ２）、横方向ピッチ（Ｐ１）よりも小さい場合、或いは略同等である場合に
は、各画面間に存在している金属層１０が断線しやすくなる。したがって、この点を考慮
すると、画面間のピッチ（Ｐ３、Ｐ４）は、１画面を構成する開口部２５間のピッチ（Ｐ
１、Ｐ２）よりも広いことが好ましい。画面間のピッチ（Ｐ３、Ｐ４）の一例としては、
１ｍｍ以上１００ｍｍ以下の範囲内である。なお、画面間のピッチとは、１の画面と、当
該１の画面と隣接する他の画面とにおいて、隣接している開口部間のピッチを意味する。
このことは、後述する他の実施形態の蒸着マスクにおける開口部２５間のピッチ、画面間
のピッチについても同様である。
【００６３】
　なお、図７に示すように、１つの金属層の貫通孔１５が、２つ以上の画面全体と重なる
ように位置している場合には、１つの金属層の貫通孔１５と重なっている、複数の画面間
には、金属層１０が存在しないこととなる。したがって、この場合、１つの金属層の貫通
孔１５と重なる位置に設けられている２つ以上の画面間のピッチは、１画面を構成する開
口部２５間のピッチと略同等であってもよい。
【００６４】
　＜第２形態の蒸着マスク＞
　次に、第２形態の蒸着マスクについて説明する。図８、図９に示すように、第２形態の
蒸着マスクは、蒸着パターンを形成するために必要な開口部２５が複数設けられた樹脂マ
スク２０の一方の面上に、１つの金属層の貫通孔１５を有する金属層１０が設けられてい
る。そして、第２形態の蒸着マスクは、１つの金属層の貫通孔１５が、蒸着パターンを形
成するために必要な開口部の全てと重なっている。
【００６５】
　第２形態の蒸着マスクにおいて、金属層１０は、蒸着パターンを形成するために必要な
開口部と重ならない、他の貫通孔をさらに有していてもよい。また、第２形態の蒸着マス
クにおいて、樹脂マスク２０は、蒸着パターンを形成するために必要な開口部の全てと重
なっている１つの金属層の貫通孔１５と重ならない位置に、蒸着パターンを形成するため
に必要ではない開口部を有していてもよい。図８、図９は、第２形態の蒸着マスクの一例
を示す蒸着マスクを金属層側から平面視したときの正面図である。
【００６６】
　第２形態の蒸着マスク１００は、複数の開口部２５を有する樹脂マスク２０上に、１つ
の金属層の貫通孔１５を有する金属層１０が設けられており、かつ、蒸着パターンを形成
するために必要な開口部２５の全てが、当該１つの金属層の貫通孔１５と重なる位置に設
けられている。この構成を有する第２形態の蒸着マスク１００では、開口部２５間に、金
属層１０が存在していないことから、上記第１形態の蒸着マスクで説明したように、金属
層１０による干渉を受けることなく樹脂マスク２０に設けられている開口部２５の寸法通
りに、正確度よく蒸着パターンを形成することが可能となる。
【００６７】
　また、第２形態の蒸着マスクによれば、金属層１０の厚みを厚くしていった場合であっ
ても、シャドウの影響を殆ど受けることがないことから、金属層１０の厚みを、耐久性や
、ハンドリング性を十分に満足させることができるまで厚くすることができ、正確度のよ
い蒸着パターンの形成を可能としつつも、耐久性や、ハンドリング性を向上させることが
できる。
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【００６８】
　第２形態の蒸着マスクにおける樹脂マスク２０は、樹脂から構成され、図８、図９に示
すように、１つの金属層の貫通孔１５と重なる位置に、蒸着パターンを形成するために必
要な開口部２５が複数設けられている。開口部２５は、蒸着で作製するパターンに対応し
ており、蒸着源から放出された蒸着材が開口部２５を通過することで、蒸着対象物には、
開口部２５に対応する蒸着パターンが形成される。なお、図示する形態では、開口部が縦
横に複数列配置された例を挙げて説明をしているが、縦方向、或いは横方向にのみ配置さ
れていてもよい。
【００６９】
　第２形態の蒸着マスク１００における「１画面」とは、１つの製品に対応する開口部２
５の集合体を意味し、当該１つの製品が有機ＥＬディスプレイである場合には、１つの有
機ＥＬディスプレイを形成するのに必要な有機層の集合体、つまり、有機層となる開口部
２５の集合体が「１画面」となる。第２形態の蒸着マスクは、「１画面」のみからなるも
のであってもよく、当該「１画面」が複数画面分配置されたものであってもよいが、「１
画面」が複数画面分配置される場合には、画面単位毎に所定の間隔をあけて開口部２５が
設けられていることが好ましい（第１形態の蒸着マスクの図４参照）。「１画面」の形態
について特に限定はなく、例えば、１つの開口部２５を１画素としたときに、数百万個の
開口部２５によって１画面を構成することもできる。
【００７０】
　第２形態の蒸着マスク１００における金属層１０は、１つの金属層の貫通孔１５を有し
ている。そして、第２形態の蒸着マスク１００では、金属層１０の正面からみたときに、
１つの金属層の貫通孔１５が、蒸着パターンを形成するために必要な全ての開口部２５と
重なっている。換言すれば、１つの金属層の貫通孔１５は、樹脂マスク２０が有する、蒸
着パターンを形成するために必要な全ての開口部２５がみえる位置に配置されている。
【００７１】
　金属層１０を構成する金属部分、すなわち１つの金属層の貫通孔１５以外の部分は、図
８に示すように蒸着マスク１００の外縁に沿って設けられていてもよく、図９に示すよう
に金属層１０の大きさを樹脂マスク２０よりも小さくし、樹脂マスク２０の外周部分を露
出させてもよい。また、金属層１０の大きさを樹脂マスク２０よりも大きくして、金属部
分の一部を、樹脂マスクの横方向外方、或いは縦方向外方に突出させてもよい。なお、い
ずれの場合であっても、１つの金属層の貫通孔１５の大きさは、樹脂マスク２０の大きさ
よりも小さく構成されている。
【００７２】
　図８に示される金属層１０の１つの金属層の貫通孔１５の壁面をなす金属部分の横方向
の幅（Ｗ１）や、縦方向の幅（Ｗ２）について特に限定はく、耐久性や、ハンドリング性
を考慮して適宜設定すればよい。金属層１０の厚みに応じて適切な幅を適宜設定すること
ができるが、好ましい幅の一例としては、第１形態の蒸着マスクの金属層と同様、Ｗ１、
Ｗ２ともに１ｍｍ以上１００ｍｍ以下の範囲内である。
【００７３】
　＜第３形態の蒸着マスク＞
　第３形態の蒸着マスクは、図１６～図２６に示すように、蒸着パターンを形成するため
に必要な開口部２５が複数設けられた樹脂マスク２０の一方の面上に、部分的に金属層１
０が設けられている。第３形態の蒸着マスクによれば、フレームに蒸着マスクを固定する
際に、樹脂マスク２０に発生し得る応力を適当に逃がすことができ、その結果、伸びや縮
みなどの変形を効果的に抑制することができる。
【００７４】
　第３形態の蒸着マスクにおいて金属層１０が設けられる位置、および金属層を平面視し
たときの平面形状についても特に限定されることはない。すなわち、金属層が設けられる
位置に応じて、金属層１０の平面形状を適宜設計することが可能である。
【００７５】



(16) JP 6658790 B2 2020.3.4

10

20

30

40

50

　例えば、図１６（ａ）に示すように、第３形態の蒸着マスク１００を樹脂マスク２０側
から平面視したときに、当該樹脂マスク２０が長辺と短辺とを有する四辺形、例えば、長
方形を呈している場合にあっては、金属層１０を、樹脂マスクの辺に沿った帯形状として
もよい。例えば、金属層１０の形状を、その短辺と同じ長さを有する帯形状としつつ、樹
脂マスク２０の短辺と平行に配置してもよい。一方で、図２２に示すように、第３形態の
蒸着マスク１００を樹脂マスク２０側から平面視したときに、当該樹脂マスク２０が長辺
と短辺とを有する長方形を呈している場合において、金属層１０の形状をその長辺と同じ
長さを有する帯形状としつつ、樹脂マスク２０の長辺と平行に配置してもよい。また、金
属層の形状を、樹脂マスクの長辺に対し、所定の角度をもつ帯形状としてもよい。なお、
四辺形は、長方形に限定されるものではなく、例えば、台形、平行四辺形としてもよい。
これ以外の四辺形としてもよい。また、樹脂マスク２０を平面視したときの形状を、四辺
形以外の形状としてもよい。また、樹脂マスク２０を平面したときの形状を、四辺形以外
の形状とした樹脂マスク２０においても、本願明細書で説明する金属層１０の形状や、配
置の形態を適宜適用することができる。
【００７６】
　図１６に示す形態では、樹脂マスク２０の短辺と平行に、６つの帯形状の金属層１０を
配置しており、図２２に示す形態では、樹脂マスク２０の長辺と平行に３つの帯形状の金
属層１０を配置しているが、配置される金属層１０の数は限定されることはなく、例えば
、図示はしないが、複数の金属層１０の何れか１つの金属層１０のみを配置した形態とし
てもよい。
【００７７】
　また、図１９に示すように、樹脂マスク２０の上辺、及び下辺近傍にのみ、短辺と同じ
長さを有する帯形状の金属層１０を配置してもよく、図２３に示すように、樹脂マスク２
０の左辺、及び右辺近傍にのみ、長辺と同じ長さを有する帯状体の金属層１０を配置して
もよい。また、長辺よりも短い長さの帯形状としてもよい。図１９や図２３に示す形態の
蒸着マスク１００では、樹脂マスクの上辺及び下辺近傍、もしくは樹脂マスクの右辺及び
左辺近傍に位置する金属層１０は、樹脂マスク２０の周縁と重なる位置に配置されている
が、周縁と重ならない位置に配置してもよい。また、樹脂マスク２０の周縁部上にのみ、
金属層１０を配置してもよい。なお、本願明細書でいう樹脂マスク２０の周縁部とは、フ
レームに蒸着マスクを固定するときに、当該フレームをなす枠部材と厚み方向で重なる領
域を意味する。この領域は、フレームの大きさや、フレームをなす枠部材の幅等により変
化する。例えば、図１６に示す形態において、樹脂マスク２０の周縁部のうち、樹脂マス
クの上辺、及び下辺の何れか一方、又は双方の辺の近傍にのみ、金属層１０を配置した形
態としてもよい。また、この場合において、金属層１０を、樹脂マスクの周縁と重なるよ
うに配置してもよい。また、樹脂マスク２０の長辺、或いは短辺と同じ長さを有する帯形
状の金属層１０にかえて、樹脂マスク２０の長辺、或いは短辺と異なる長さを有する金属
層を、樹脂マスク２０の長辺、或いは短辺と平行に１つ配置してもよく、複数配置しても
よい。また、１つ、又は複数の帯形状の金属層１０をそれぞれランダムな方向に配置して
もよい。
【００７８】
　例えば、図２４に示すように、樹脂マスク２０の右辺および左辺それぞれの周縁から離
間した位置に、右辺および左辺、つまり樹脂マスク２０の長辺よりも短い長さの帯状体の
金属層１０を配置してもよい。図２４における金属層１０が配置されている領域は、樹脂
マスク２０の周縁部であってもよく、非周縁部であってもよい。また、周縁部と非周縁部
を跨ぐ領域であってもよい。なお、本願明細書でいう樹脂マスク２０の非周縁部とは、樹
脂マスク２０の上記周縁部とは異なる領域全般を意味する。換言すれば、フレームに蒸着
マスクを固定するときに、当該フレームをなす枠部材と厚み方向で重ならない領域を意味
する。また、図２５に示すように、樹脂マスク２０の長辺に平行に配置される帯形状の金
属層１０は、その長さ方向において複数個に、図２５においては５個に、分割されていて
もよい。
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【００７９】
　このように、樹脂マスク２０の長辺や短辺に平行に帯形状の金属層１０を配置すること
により、帯形状の金属層１０の長さ方向における樹脂マスク２０の伸びや縮みなどの変形
を効果的に抑制することができ、蒸着マスク１００をフレームに固定したときのシワの発
生を抑制することができる。したがって、樹脂マスク２０が長辺と短辺を有する場合にあ
っては、伸びや縮みなどの変化量が大きい長辺に平行に金属層１０を配置することが好ま
しい。
【００８０】
　図１７は、第３形態の蒸着マスクを金属層１０側から平面視したときの一例を示す正面
図である。
【００８１】
　金属層１０は樹脂マスク２０の周縁部上に位置していることを必ずしも要しない。図１
７は、樹脂マスク２０の非周縁部上にのみ金属層１０を位置させた例を示している。また
、樹脂マスク２０の周縁部上、及び非周縁部上に、金属層１０を配置してもよい。
【００８２】
　このように、金属層１０を、樹脂マスク２０の非周縁部上、具体的には、樹脂マスク２
０におけるフレームと重ならない位置にも配置することにより、金属層１０をフレームと
の固定にのみ用いるのではなく、樹脂マスク２０に生じ得る伸びや縮みなどの変形を効果
的に抑制することができる。また、金属層１０の形状を帯形状とすることにより、金属層
で樹脂マスク２０に形成された開口部２５の周囲を取り囲む場合と比べて、フレームに蒸
着マスクを固定する際に、樹脂マスク２０に発生し得る応力を適当に逃がすことができ、
その結果、やはり伸びや縮みなどの変形を効果的に抑制することができる。
【００８３】
　なお、図１７に示す点線は、「１画面」の領域を示している。金属層１０を非周縁部上
に配置する場合にあっては、「１画面」と「１画面」の間に金属層１０を配置するように
してもよい。
【００８４】
　また、図１８は、第３形態の蒸着マスクを金属層が形成されている側から平面視したと
きの一例を示す正面図である。
【００８５】
　図１８に示すように、金属層１０は必ずしも帯状である必要はなく、樹脂マスク２０上
に点在するように配置されていてもよく、さらには、図２６に示すように、金属層１０が
樹脂マスク２０の四隅にのみ配置されていてもよい。このような場合において、図１８や
、図２６に示す金属層１０は正方形であるが、これに限定されることはなく、長方形、三
角形、四角形以上の多角形、円、楕円、半円、ドーナツ形状、アルファベットの「Ｃ」形
状、「Ｔ」形状、さらには「十字」形状や「星」形状など、あらゆる形状をも採用可能で
ある。一枚の樹脂マスク２０上に複数の金属層１０が設けられている場合において、すべ
ての金属層１０が同一形状である必要はなく、前記で挙げた種々の形状の金属層１０が混
在していてもよい。また、上記で説明した金属層１０の形状や、配置の形態を、適宜組み
合わせてもよい。この場合であっても、上記金属層１０が帯形状の場合と同様、フレーム
に蒸着マスクを固定する際に、樹脂マスクに発生し得る応力を逃がすことができる。
【００８６】
　好ましい形態の蒸着マスク１００は、図１６（ａ）、図１７、図１９、図２０等に示す
ように、樹脂マスク２０上に、帯形状の金属層１０が配置されている。より好ましい形態
の蒸着マスク１００は、蒸着時における蒸着マスク１００の搬送方向に沿って、帯形状の
金属層１０が配置されている。換言すれば、より好ましい形態の蒸着マスク１００は、蒸
着時のリニアソース（蒸着源）に対して、垂直な方向に沿って、樹脂マスク１０上に、帯
形状の金属層１０が配置されている。例えば、図中の左右方向を、蒸着マスクの搬送方向
とする場合、図１６（ａ）、図１７、図１９等に示すように、搬送方向に沿って、帯形状
の金属層１０が位置する蒸着マスク１００とすることが好ましい。この形態の蒸着マスク
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１００によれば、樹脂マスク２０に形成されている開口部２５に寸法変動や、位置変動が
生ずることをより効果的に抑制できる。
【００８７】
　金属層１０の厚みについても特に限定はないが、シャドウの発生をより効果的に防止す
るためには、１００μｍ以下であることが好ましく、５０μｍ以下であることがより好ま
しく、３５μｍ以下であることが特に好ましい。金属層１０の厚みをこのような厚みとす
ることで、破断や変形のリスクを低減させることができるとともに、ハンドリング性を向
上させることができる。
【００８８】
　図１（ｂ）に示す形態では、金属層１０が有する貫通された部分１５を、金属層１０側
から平面視したときの形状は、矩形状を呈しているが、台形状、円形状等いかなる形状で
あってもよい。
【００８９】
　金属層１０の断面形状についても特に限定されることはないが、図１（ｂ）に示すよう
に蒸着源に向かって広がりをもつような形状であることが好ましい。より具体的には、金
属層１０の内壁面と、金属層１０の樹脂マスク２０側に位置する面（図示する形態では、
金属層の上面）とのなす角度は、５°以上８５°以下の範囲内であることが好ましく、１
５°以上８０°以下の範囲内であることがより好ましく、２５°以上６５°以下の範囲内
であることがさらに好ましい。特には、この範囲内の中でも、使用する蒸着機の蒸着角度
よりも小さい角度であることが好ましい。
【００９０】
　樹脂マスク上に金属層１０を設ける方法について特に限定はなく、樹脂マスク２０と金
属層１０とを各種粘着剤を用いて貼り合わせてもよく、自己粘着性を有する樹脂マスクを
用いてもよい。また、金属層１０は、後述する本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製
造方法で説明する各種の方法、例えば、エッチング加工法や、めっき法等を用いて形成す
ることもできる。また、樹脂マスクを得るための樹脂板（樹脂層を含む）と、金属層を得
るための金属板との積層体を準備し、この積層体を加工して、樹脂マスク２０、及び金属
層１０を形成することもできる。樹脂マスク２０と金属層１０の大きさは同一であっても
よく、異なる大きさであってもよい。なお、この後に任意で行われるフレームへの固定を
考慮して、樹脂マスク２０の大きさを金属層１０よりも小さくし、金属層１０の外周部分
が露出された状態としておくと、金属層１０とフレームとの固定が容易となり好ましい。
【００９１】
　また、樹脂マスク２０には、樹脂マスク２０の縦方向、或いは横方向にのびる溝（図示
しない）が形成されていてもよい。蒸着時に熱が加わった場合、樹脂マスク２０が熱膨張
し、これにより開口部２５の寸法や位置に変化が生じる可能性があるが、溝を形成するこ
とで樹脂マスクの膨張を吸収することができ、樹脂マスクの各所で生じる熱膨張が累積す
ることにより樹脂マスク２０が全体として所定の方向に膨張して開口部２５の寸法や位置
が変化することを防止することができる。溝の形成位置について限定はなく、１画面を構
成する開口部２５間や、金属層の貫通孔１５と重なる位置、或いは、金属層の貫通孔１５
と重ならない位置のいずれの位置に設けられていてもよいが、画面間に設けられているこ
とが好ましい。また、溝は、樹脂マスクの金属層１０側の面にのみ設けられていてもよく
、樹脂マスク２０の金属層側の面とは反対側の面にのみ設けられていてもよい。また、樹
脂マスク２０の両面に設けられていてもよい。
【００９２】
　また、隣接する画面間に縦方向に延びる溝としてもよく、隣接する画面間に横方向に延
びる溝を形成してもよい。さらには、これらを組み合わせた態様で溝を形成することも可
能である。
【００９３】
　溝の深さやその幅については特に限定はなく、樹脂マスク２０の剛性を考慮して適宜設
定すればよい。また、溝の断面形状についても特に限定されることはなくＵ字形状やＶ字
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形状など、加工方法などを考慮して任意に選択すればよい。
【００９４】
　（フレーム付き蒸着マスク）
　本開示の実施の形態に係るフレーム付き蒸着マスク２００は、フレーム６０に上記で説
明した本開示の各実施の形態に係る蒸着マスク１００が固定されてなる構成を呈している
。蒸着マスク１００についての説明は省略する。
【００９５】
　フレーム付き蒸着マスク２００は、図１０に示すように、フレーム６０に、１つの蒸着
マスク１００が固定されたものであってもよく、図１１に示すように、フレーム６０に、
複数の蒸着マスク１００が固定されたものであってもよい。
【００９６】
　例えば、図２０に示すように、複数の蒸着マスクを一体化させた、１枚の蒸着マスク１
００をフレーム６０に固定してもよい。なお、図２０に示す形態では、長手方向に延びる
それぞれの金属層１０の端部の全部或いは一部がフレームと接しており（図示する形態で
は全ての金属層１０の長手方向の端部がフレーム６０と接している）、蒸着マスク１００
の上辺、及び下辺近傍に配置されている金属層１０のみならず、及び金属層１０の端部の
一部、或いは全部において、金属層１０とフレームとが固定されている。なお、長手方向
に延びる金属層１０を、その端部とフレーム６０とが接しない形態とし、蒸着マスク１０
０とフレームとの固定を、蒸着マスク１００の上辺、及び下辺近傍に配置されている金属
層１０との固定のみにより行うこともできる。
【００９７】
　また、図２１に示すように、３枚以上の蒸着マスク１００を並べて配置してもよい（図
示する形態では３枚の蒸着マスク）。この場合において、複数の蒸着マスク１００は、そ
れぞれ、隣り合う蒸着マスク１００との間に隙間が生じないように配置してもよく、隙間
をあけて配置してもよい（図２１に示す形態では３つの蒸着マスクが隙間なく配置されて
いる）。また、図２１に示す形態では、フレームと固定される蒸着マスク１００のうち、
長手方向の両端に位置する蒸着マスク１００の金属層１０の端部は、フレームと接しない
形態となっているが、長手方向の両端に位置する蒸着マスク１００の金属層１０の端部が
、フレームと接する形態としてもよい（図示しない）。
【００９８】
　フレーム６０は、略矩形形状の枠部材であり、最終的に固定される蒸着マスク１００の
樹脂マスク２０に設けられた開口部２５を蒸着源側に露出させるための貫通孔を有する。
フレームの材料としては、金属材料や、ガラス材料、セラミック材料等を挙げることがで
きる。
【００９９】
　フレームの厚みについても特に限定はないが、剛性等の点から１０ｍｍ以上１００ｍｍ
以下の範囲内であることが好ましく、１０ｍｍ以上３０ｍｍ以下の範囲内であることがよ
り好ましい。フレームの開口の内周端面と、フレームの外周端面間の幅は、当該フレーム
と、蒸着マスクの金属層とを固定することができる幅であれば特に限定はなく、例えば、
１０ｍｍ以上３００ｍｍ以下の範囲内や、１０ｍｍ以上７０ｍｍ以下の範囲内である。
【０１００】
　また、図１２（ａ）～（ｃ）に示すように、フレームの貫通孔の領域に補強フレーム６
５等が設けられたフレーム６０を用いてもよい。換言すれば、フレーム６０が有する開口
が、補強フレーム等によって分割された構成を有していてもよい。補強フレーム６５を設
けることで、当該補強フレーム６５を利用して、フレーム６０と蒸着マスク１００とを固
定することができる。具体的には、上記で説明した蒸着マスク１００を縦方向、及び横方
向に複数並べて固定するときに、当該補強フレームと蒸着マスクが重なる位置においても
、フレーム６０に蒸着マスク１００を固定することができる。
【０１０１】
　フレーム６０と、蒸着マスク１００との固定方法についても特に限定はなく、レーザー
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光等により固定するスポット溶接、接着剤、ねじ止め、或いはこれ以外の方法を用いて固
定することができる。
【０１０２】
　＜＜蒸着マスク準備体＞＞
　図１３に示すように、本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体１５０は、蒸着パタ
ーンを形成するために必要な開口部２５を有する樹脂マスク２０と、樹脂マスク２０上に
設けられた金属層１０とを備える蒸着マスクを得るための蒸着マスク準備体１５０であっ
て、樹脂板２０Ａ上に、金属層１０が設けられた構成を呈している。そして、本開示の実
施の形態に係る蒸着マスク準備体１５０は、樹脂板２０Ａが、樹脂材料を含有し、金属層
１０が、金属材料を含有しており、樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加算
した温度を、上限温度としたときに、縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲線
において、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂板の線膨張曲線の積分値を、温度
２５℃から上限温度の範囲における金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０．５５
以上１．４５以下の範囲内に規定されている。
【０１０３】
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体１５０によれば、樹脂板２０Ａに開口部２
５を形成するときに、樹脂板２０Ａに弛みや、シワ等が生ずること、また、樹脂板２０Ａ
に過剰にテンションがかかることを抑制することができ、寸法正確度や、位置正確度に優
れ、また、寸法変動や、位置変動を抑制することができる開口部２５を形成することがで
きる。つまり、本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体１５０によれば、正確度のよ
い開口部２５を有し、且つ形成された開口部２５に寸法変動や、位置変動が生ずることを
抑制可能とする蒸着マスクを得ることができる。
【０１０４】
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体１５０は、開口部２５を有する樹脂マスク
２０を、樹脂板２０Ａとした以外は、全て、上記で説明した本開示の実施の形態に係る蒸
着マスクと共通している。
【０１０５】
　樹脂板２０Ａは、各種の塗工方法により得られる樹脂層であってもよく、シート状の樹
脂板であってもよい。樹脂板２０Ａは最終的に樹脂マスク２０となり、したがって、樹脂
板２０Ａの厚みについては、最終的に得られる樹脂マスク２０の厚みを考慮して決定すれ
ばよい。
【０１０６】
　＜＜蒸着マスクの製造方法＞＞
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法は、蒸着パターンを形成するために必
要な開口部２５を有する樹脂マスク２０と、樹脂マスク２０上に設けられる金属層１０と
を備える蒸着マスクの製造方法であって、金属材料を含む金属板１０Ａ上に、樹脂材料を
含む樹脂板２０Ａを設ける工程（図１４（ａ）参照）と、金属板１０Ａを加工して、樹脂
板２０Ａ上に金属層１０を形成する工程（図１４（ｂ）参照）と、樹脂板２０Ａに開口部
２５を形成する工程（図１４（ｃ）参照）と、を含み、樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ
）に１００℃を加算した温度を、上限温度としたときに、縦軸を線膨張の割合、横軸を温
度とする線膨張曲線において、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂マスクの線膨
張曲線の積分値を、温度２５℃から上限温度の範囲における金属層の線膨張曲線の積分値
で除した値が、０．５５以上１．４５以下の範囲内となるように、樹脂材料を含む樹脂板
、及び金属材料を含有する金属板を用いる蒸着マスクの製造方法である。
【０１０７】
　また、本開示の別の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法は、蒸着パターンを形成す
るために必要な開口部２５を有する樹脂マスク２０と、樹脂マスク２０上に設けられる金
属層１０とを備える蒸着マスクの製造方法であって、樹脂材料を含有する樹脂板２０Ａ上
に、金属層１０を設ける工程と、樹脂板２０Ａに蒸着パターンを形成するために必要な開
口部２５を形成する工程と、を含み、樹脂材料のガラス転移温度（Ｔｇ）に１００℃を加
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算した温度を、上限温度としたときに、縦軸を線膨張の割合、横軸を温度とする線膨張曲
線において、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂マスクの線膨張曲線の積分値を
、温度２５℃から上限温度の範囲における金属層の線膨張曲線の積分値で除した値が、０
．５５以上１．４５以下の範囲内となるように、樹脂材料を含む樹脂板、及び金属材料を
含有する金属層を用いる蒸着マスクの製造方法である。
【０１０８】
　本開示の各実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法によれば、樹脂板２０Ａに開口部２
５を形成するときに、樹脂板２０Ａに弛みや、シワ等が生ずること、また、樹脂板２０Ａ
に過剰にテンションがかかることを抑制することができ、寸法正確度や、位置正確度に優
れ、また、寸法変動や、位置変動を抑制することができる開口部２５を形成することがで
きる。つまり、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法によれば、正確度のよい
開口部２５を有し、且つ形成された開口部２５に寸法変動や、位置変動が生ずることを抑
制可能とする蒸着マスクを得ることができる。
【０１０９】
　（金属板上に樹脂板を設ける工程）
　本工程は、図１４（ａ）に示すように、金属材料を含む金属板１０Ａ上に、樹脂板２０
Ａを設ける工程である。
【０１１０】
　そして、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、樹脂材料のガラス転移
温度（Ｔｇ）に１００℃を加算した温度を、上限温度としたときに、縦軸を線膨張の割合
、横軸を温度とする線膨張曲線において、温度２５℃から上限温度の範囲における樹脂マ
スクの線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から上限温度の範囲における金属層の線膨張曲
線の積分値で除した値が、０．５５以上１．４５以下の範囲内となるように、樹脂材料を
含む樹脂板２０Ａ、及び金属材料を含有する金属板１０Ａを用いている。
【０１１１】
　樹脂板２０Ａは、予め成型されたものであってもよく、金属板１０Ａ上に、樹脂材料を
含む塗工液を塗布、乾燥することで得られるものであってもよい。また、金属板１０Ａ上
に接着層等を介して樹脂板２０Ａ（樹脂フィルム、樹脂シートであってもよい。）を貼り
合せてもよい。なお、樹脂板２０Ａを形成するための塗工液は、樹脂材料と、当該樹脂材
料を溶解させるための溶媒を含んでいる。塗工液の塗工方法について特に限定はなく、例
えば、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、グラビア版を用いたリバースロールコーティ
ング法等の公知の手段を挙げることができる。塗工液の塗工量は、最終的に得られる樹脂
マスク２０の厚みに応じて適宜決定すればよい。
【０１１２】
　また、樹脂板２０Ａ上に、金属板１０Ａを、粘着層や、接着層を介して貼り合せてもよ
い。
【０１１３】
　樹脂材料について特に限定はなく、上記本開示の実施の形態に係る蒸着マスクにおいて
説明した樹脂マスク２０に含まれる樹脂材料を適宜選択して用いることができる。例えば
、熱硬化性樹脂の硬化物を含む樹脂板２０Ａとしてもよい。熱硬化性樹脂の硬化物を含む
樹脂板２０Ａは、熱硬化性樹脂を含む塗工液を、金属板１０Ａ上に塗布し、これを熱硬化
性樹脂の硬化温度を超える温度で加熱することで得ることができる。なお、熱硬化性樹脂
の硬化温度は、樹脂板２０Ａが含有している熱硬化性樹脂に応じて適宜決定すればよい。
なお、樹脂板２０Ａが、複数の熱硬化性樹脂を含有している場合には、複数の熱硬化性樹
脂のうち、その硬化温度が最も高い熱硬化性樹脂の硬化温度を超える硬化温度で加熱を行
うことが好ましい。
【０１１４】
　（金属層を設ける工程）
　本工程は、図１４（ｂ）に示すように、その表面に樹脂板２０Ａが形成された金属板１
０Ａを加工して、金属層１０を形成する工程である。図示する形態では、金属板１０Ａを
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加工して複数の貫通孔１５を有する金属層１０を形成しているが、１つの貫通孔１５を有
する金属層１０や、複数の金属層１０が部分的に位置するように加工してもよい。金属層
１０の形成方法について特に限定はなく、レーザー加工、エッチング加工、機械加工等の
従来公知の加工法を用いて行うことができる。例えば、エッチング加工法を用いた金属層
１０の形成は、金属板１０Ａの表面に、レジスト材を塗工し、金属層１０を形成するため
のマスクを用いて当該レジスト材をマスキングし、露光、現像する。金属板１０Ａ、樹脂
板２０Ａのそれぞれの表面にフォトレジスト材を塗布してもよい。また、フォトレジスト
材の塗布にかえて、ドライフィルムレジストを貼り合せるドライフィルム法を用いること
もできる。次いで、当該レジストパターンを耐エッチングマスクとして用いて、金属板１
０Ａのみをエッチング加工し、エッチング終了後に前記レジストパターンを洗浄除去する
。これにより、樹脂板２０Ａの所望の箇所に、金属層１０を形成することができる。
【０１１５】
　上記金属板１０Ａを用いた金属層１０の形成にかえて、めっき法により金属層１０を形
成することもできる。めっき法を用いた、一例としての樹脂板２０Ａ上への金属層１０の
形成方法は、各種のめっき法により、樹脂板２０Ａ上に金属層１０を形成する方法である
。他の一例としての形成方法は、ガラス基板などの支持体上に、各種のめっき法により金
属層１０を形成し、形成された金属層１０と、樹脂板２０Ａとを貼り合わせ、その後、金
属層１０を、支持体から剥離して、樹脂板２０Ａ上に金属層１０を形成する方法である。
また、各種のめっき法により金属板を形成し、この金属板を加工して、金属層１０を形成
してもよい。
【０１１６】
　上記金属層を設ける工程において、金属板１０Ａを加工して、金属層１０を形成する方
法にかえて、樹脂板２０Ａ上に、予め準備された金属層１０を設けてもよい。例えば、樹
脂板２０Ａ上に、接着剤などを介して、予め準備された金属層１０を貼り合せてもよい。
【０１１７】
　（開口部を形成する工程）
　本工程は、図１４（ｃ）に示すように、樹脂材料を含む樹脂板２０Ａに、開口部２５を
形成する工程である。本工程を経ることで、蒸着パターンを形成するために必要な開口部
２５を有する樹脂マスク２０と、樹脂マスク上に設けられた金属層１０とを備える蒸着マ
スク１００を得る。
【０１１８】
　また、上記開口部２０を形成する工程の後に、樹脂板２０Ａ上に、金属層１０を設けて
もよい。
【０１１９】
　開口部２５の形成方法について特に限定はなく、レーザー加工法、エッチング加工法、
機械加工法等の従来公知の加工法を用いて形成することができる。なお、レーザー加工法
は、樹脂板２０Ａに、より正確度よく開口部２５を形成することができる点で、好ましい
加工法である。
【０１２０】
　上記では、樹脂板２０Ａ上に、先に金属層１０を形成し、その後、樹脂板２０Ａに開口
部２５を形成する例を中心に説明を行ったが、樹脂板２０Ａに開口部２５を形成した後に
、開口部２５が形成された樹脂板２０Ａ（樹脂マスク２０）上に、金属層１０を形成して
もよい。例えば、上記のめっき法を用いることで、金属板１０Ａの加工を行うことなく、
開口部２５を有する樹脂マスク２０上に、選択的に金属層１０を形成できる。なお、フレ
ームに固定するときの、樹脂マスク２０に形成された開口部の寸法の正確度や、位置変動
を考慮すると、開口部２５の形成は、フレームに樹脂板２０Ａを固定した後に行うことが
好ましい。この場合、金属層１０の形成は、フレームに固定された樹脂板２０Ａに対して
行ってもよく、先に、樹脂板２０Ａ上に金属層１０を形成し、金属層１０が形成された樹
脂板２０Ａをフレームに固定してもよい。また、樹脂板２０Ａと、金属板１０Ａとの積層
体をフレームに固定し、或いは、フレームに固定された樹脂板２０Ａ上に、金属板１０Ａ
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を設け、その後、樹脂板２０Ａに対する開口部２５の形成や、金属板１０Ａに対する金属
層１０の形成を行ってもよい。
【０１２１】
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法で製造される蒸着マスクとしては、上
記で説明した本開示の各実施の形態に係る蒸着マスク等を挙げることができる。
【０１２２】
　（蒸着マスクを用いた蒸着方法）
　本開示の各実施の形態に係る蒸着マスクや、本開示の各実施の形態に係るフレーム付き
蒸着マスクを用いた蒸着パターンの形成に用いられる蒸着方法については、特に限定はな
く、例えば、反応性スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング、電子ビーム
蒸着法等の物理的気相成長法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
、熱ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ、光ＣＶＤ法等の化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａ
ｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）等を挙げることができる。また、蒸着パターンの形成は
、従来公知の真空蒸着装置などを用いて行うことができる。
【０１２３】
　＜＜有機半導体素子の製造方法＞＞
　次に、本開示の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法について説明する。本開示
の有機半導体素子の製造方法は、蒸着マスクを用いて蒸着対象物に蒸着パターンを形成す
る蒸着パターン形成工程を含み、蒸着パターンを形成する工程において、上記で説明した
本開示の各実施の形態に係る蒸着マスクが用いられる。
【０１２４】
　蒸着マスクを用いた蒸着法により蒸着パターンを形成する蒸着パターン形成工程につい
て特に限定はなく、基板上に電極を形成する電極形成工程、有機層形成工程、対向電極形
成工程、封止層形成工程等を有し、各任意の工程において、上記で説明した本開示の蒸着
パターン形成方法を用いて、蒸着パターンが形成される。例えば、有機ＥＬデバイスのＲ
（レッド），Ｇ（グリーン），Ｂ（ブルー）各色の発光層形成工程に、上記で説明した本
開示の蒸着パターン形成方法をそれぞれ適用する場合には、基板上に各色発光層の蒸着パ
ターンが形成される。なお、本開示の有機半導体素子の製造方法は、これらの工程に限定
されるものではなく、従来公知の有機半導体素子の製造における任意の工程に適用可能で
ある。
【０１２５】
　以上説明した本開示の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法によれば、蒸着マス
クと蒸着対象物とを隙間なく密着させた状態で、有機半導体素子を形成する蒸着を行うこ
とができ、正確度よく有機半導体素子を製造することができる。本開示の有機半導体素子
の製造方法で製造される有機半導体素子としては、例えば、有機ＥＬ素子の有機層、発光
層や、カソード電極等を挙げることができる。特に、本開示の有機半導体素子の製造方法
は、パターンの正確度が要求される有機ＥＬデバイスのＲ（レッド），Ｇ（グリーン），
Ｂ（ブルー）発光層の製造に好適に用いることができる。
【０１２６】
　＜＜有機ＥＬディスプレイの製造方法＞＞
　次に、本開示の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイ（有機エレクトロルミネッセン
スディスプレイ）の製造方法について説明する。本開示の有機ＥＬディスプレイの製造方
法は、有機ＥＬディスプレイの製造工程において、上記で説明した本開示の有機半導体素
子の製造方法により製造された有機半導体素子が用いられる。
【０１２７】
　上記本開示の有機半導体素子の製造方法により製造された有機半導体素子が用いられた
有機ＥＬディスプレイとしては、例えば、ノートパソコン（図１５（ａ）参照）、タブレ
ット端末（図１５（ｂ）参照）、携帯電話（図１５（ｃ）参照）、スマートフォン（図１
５（ｄ）参照）、ビデオカメラ（図１５（ｅ）参照）、デジタルカメラ（図１５（ｆ）参
照）、スマートウォッチ（図１５（ｇ）参照）等に用いられる有機ＥＬディスプレイを挙
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げることができる。
【０１２８】
　（実施例および比較例）
　金属板上に樹脂板を設けた蒸着マスク準備体サンプルＡ～Ｉの９種類を準備した。蒸着
マスク準備体サンプルＡ～Ｉに対しては、予め、当該蒸着マスク準備体をなす金属板、樹
脂板のＣＴＥ曲線を、上記の方法（線膨張曲線の作成方法）にて作成し、前述の積分値の
算出により、算出された樹脂マスクの積分値を、算出された金属層の積分値で除して、比
率を算出している。比率の算出結果を表１に示す。なお、表中の［樹脂板／金属板］は、
各蒸着マスク準備体サンプルを構成する樹脂板、及び金属板における、温度２５℃から上
限温度の範囲における樹脂板の線膨張曲線の積分値を、温度２５℃から上限温度の範囲に
おける金属板の線膨張曲線の積分値で除した値を意味する。
【０１２９】
　各蒸着マスク準備体サンプルは、以下の方法により作成した。
　（蒸着マスク準備体サンプルの作成）
　厚みが２０μｍ金属板を準備し、この金属板の一方の面に、ポリイミド樹脂の前駆体（
ユピア（登録商標）ＳＴ　宇部興産（株））を、コンマコーターで塗布し、塗布後、１３
０℃で１２０ｓｅｃ、次いで、１６０℃で１６０ｓｅｃ乾燥した。乾燥後、下表１に示す
焼成条件（焼成温度、焼成時間）で、ポリイミド樹脂の前駆体の焼成処理を行い、金属板
上に、厚みが５μｍの樹脂板が形成されてなる各蒸着マスク準備体サンプル（蒸着マスク
準備体サンプルＡ～Ｉ）を得た。なお、焼成は、いずれも窒素雰囲気で行った。金属板は
、Ｆｅ－３６Ｎｉ合金（インバー材）を使用した。各蒸着マスク準備体サンプルにおける
樹脂板（下表１の焼成条件による焼成後の樹脂板）は、ポリイミド樹脂の熱硬化物である
。
【０１３０】
　上記で作成した各蒸着マスク準備体サンプルを、１００ｍｍ（幅方向）×１５０ｍｍ（
長手方向）のサイズにカットした。カットした各蒸着マスクサンプルの金属板を、特許第
３４４０３３３号の実施例１に記載されている方法で、金属板側からエッチングし、金属
板の中央部分に、当該金属板のみを貫通する７０ｍｍ（幅方向）×１２０ｍｍ（長手方向
）の貫通孔を１つ形成した。貫通孔を形成後の各蒸着マスク準備体サンプルについて、下
記の評価方法に基づいて、（１）樹脂板に生じるシワの程度を評価した。次いで、貫通孔
が形成された各蒸着マスク準備体サンプルの樹脂板に以下の方法で開口部を形成し、この
ときの（２）開口部の開口位置変動量を測定した。
【０１３１】
　（１）樹脂板のシワ評価
　上記貫通孔を形成後の各蒸着マスク準備体サンプルについて、貫通孔と重なっている部
分の樹脂板の状態を目視で確認し、下記の評価基準に基づいて、樹脂板のシワ評価を行っ
た。評価結果を表１に示す。
【０１３２】
　［評価基準］
Ａ：樹脂板に目視で確認できるシワが生じていない。
Ｂ：樹脂板に目視で確認できるシワが僅かに生じている。
Ｃ：樹脂板に使用上問題となるシワが生じている。
【０１３３】
　（２）開口部の開口位置変動量の測定
　上記シワ評価を行った各蒸着マスク準備体サンプルの樹脂板に対し、金属板側から、金
属板に形成された貫通孔を通して、波長３５５ｎｍのＹＡＧレーザー（１Ｊ／ｃｍ2）に
て、３０μｍ×５００μｍの矩形パターンを樹脂板面に複数回照射し、樹脂板に縦横２列
の開口部を形成した。長辺側のギャップは５μｍ、短辺側のギャップは５０μｍにした。
その時の開口状態を顕微鏡にて観察した。片側のブリッジ部（短辺側のギャップ５０μｍ
）をレーザーにより切断した。この時の開口部の開口位置変動量を顕微鏡映像モニターに
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１に示す。
　［評価基準］
Ａ：開口位置変動量が２μｍ以下。
Ｂ：開口位置変動量が２μｍより大きく４μｍ未満。
Ｃ：開口位置変動量が４μｍ以上。
【０１３４】
【表１】

【符号の説明】
【０１３５】
１０Ａ…金属板
１０…金属層
１５…金属層の貫通孔
２０Ａ…樹脂板
２０…樹脂マスク
２５…開口部
６０…フレーム
１００…蒸着マスク
１５０…蒸着マスク準備体
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